
 
 

国 土 動 第 １ ４ ８ 号 
平成２７年３月２７日 

 
各業界団体の長 あて 

  
 
                   国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 
 
 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の 

施行等について 

 

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２７

年国土交通省令第１２号。以下「改正省令」という。）が平成２７年３月２７日に公布され、

平成２７年４月１日から施行されることとなった。 

ついては、下記１.に留意の上、制度の的確かつ円滑な運用に配慮されるよう、貴団体加盟

の業者に対する周知徹底及び指導を行われたい。 

また、改正省令の施行に伴い、各地方支分部局主管部長あて、下記２.のとおり通達したの

で、これについても遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正関係 

（１）管理業務主任者証の記載事項の変更について 

  マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号。以下「法」

という。）第６３条等において、管理業務主任者は、マンションの区分所有者等に管理

業務主任者証を提示しなければならないとされている。管理業務主任者証の記載事項に

ついては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交

通省令第１１０号。以下「規則」という。）第７４条第１項において、管理業務主任者

の住所、登録番号、登録年月日等が規定されている。 

今般、管理業務主任者の個人情報保護が必要であることから、規則第７４条第１項に

定める管理業務主任者証の記載事項から「管理業務主任者の住所」を削除する。 

 

（２）管理業務主任者証の様式の変更について 

１.（１）のとおり管理業務主任者証の記載事項から住所を削除することから、管理業

務主任者証の様式を定める規則別記様式第２２号から「住所」を削除する。 

 

（３）経過措置 

改正省令の施行の際に現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内にお



 
 

いては、改正省令による改正後の規則による管理業務主任者証とみなす。 

 

２. その他 

改正省令附則第２項の規定により改正後の規則別記様式第２２号による管理業務主任者

証とみなされる改正前の規則別記様式第２２号による管理業務主任者証については、法第

６３条、第７２条第４項及び第７７条第３項の規定に基づく管理業務主任者証の提示の際、

住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。 

 

 


